
令和８年３月１１日

福島県農業担い手課

質問事項 回答事項

「ａ 受託者は、県内在住の雇用就農希望者を広く募集し、ふさわ
しい者を自社従業員として雇用する」について、自社従業員として
の雇用形態に指定はないか。
　また、採用する基準は当社の採用基準に準ずる形で問題ないか。

・雇用形態の指定はありません。
・採用基準は受託者の採用基準に準ずる形で問題ありま
せん。

「ｄ お試し就農生の研修期間は３ヵ月（勤務時間168時間／月）と
する」について、月間168時間を超えて勤務した場合、その分の労
務費用は受入先の農業経営体にご負担いただくこととなるか。
　また、勤務時間が月168時間に満たない場合でも問題ないか。

・１日８時間×21日＝168時間と計算しており、超えるこ
とは想定していません。
・派遣先との調整結果等により168時間に満たない場合は
問題ありません。

「ｅ マッチングは25件以上を目標とする」について、マッチング
数目標において、お試し就農生として１社目で就業をして、正規雇
用に至らないうえで、２社目とのマッチングが成立した時にはマッ
チング件数として２件になりますでしょうか？

・同一人物による複数回の活用は想定しておらず、１社
目でミスマッチとなった場合はマッチング件数１件で終
了となります。

「ａ 労働関係法令を遵守した雇用とし、農業における一般的な相
場に照らし適正な額の給与（各種手当を含む）を委託費の中からお
試し就農生へ支給すること」について、各種手当には、自宅から職
場までの通勤費も含まれるか。
　また、自宅からの通勤が難しい場合、住居はお試し就農生が自分
で見つける形になるか。若しくは、受入れ先の農業経営体にご準備
頂くことになるか。
　また、圃場の周辺に住居環境がない場合、自転車や車での通勤も
発生するかと思いますが、この場合の移動手段は誰が手配をする
か。

・諸手当には通勤手当も含まれます。給与と同様、一般
的な相場に照らし適正な額を支給してください。
・住居や通勤手段はお試し就農生自身で準備することを
想定しています。

募集要領等に関する回答書
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質問事項 回答事項該当箇所

「農業の魅力発信等による就農希望者の確保を目的とし、新規就農
及び農業経営ポータルサイトの運営（保守・改良を含む）を行う」
について、運営(保守・改良)となっておりますが、今回の業務範囲
はコンテンツ管理という範囲で認識しておいてよいか(サーバー等
のインフラ周りの管理は含まれない)。

・運営（保守・改良）に加え、サーバーやドメイン等の
管理も含みます。

「閲覧数は180,000ＰＶ／年を目標とする」について、現状の閲覧
数はどの程度になりますか。

・令和７年４月～令和８年１月で180,000PV超程度です。

「県や市町村等が行う新規就農者確保等に資する取組の情報掲載な
ど、既存コンテンツを適宜更新するとともに、新規追加を行う」に
ついて、原稿等の追加に関しては、WordPressなどのCMSを使用して
投稿できる環境があると考えてよいか。

・ＣＭＳを使用して投稿できます。

「新規コンテンツとして、福島県指導農業士、青年農業士を紹介す
るページを追加すること」について、掲載したい情報の概要とデー
タは、貴県にてご準備頂き、ご提供頂くことが出来ると考えてもよ
いか。
　また、デザイン等も含めて委託範囲となるか。

・掲載する情報とデータは県で準備、提供します。
・デザイン等は委託の範囲になります。

　ページを追加するにあたり、現行のサイトのソースコードは提供
いただくことは可能か。
　また、どのようなツールを使っているか。

・ソースコードは提供可能です。
・特殊なツール等は使用しておりません。

「月ごとにアクセス数、コンテンツごとの閲覧状況等サイトの利用
状況について集計、分析を行い、その結果を報告すること」につい
て、現在、使用されている計測ツールは何になるか。

・Google社のＧＡ４を使用しています。

パンフレット

「福島県の紹介、各地域の特性・特産品、就農者インタビュー、住
宅支援情報、営農支援情報、市町村情報等を掲載したＡ４版50ペー
ジ程度のパンフレットを2,000部制作する」について、こちらに掲
載する情報については、県からの提供があるか。あるいは独自に掲
載する情報も収集をする想定か。

・県が行っている事業や支援制度は県から情報を提供し
ます。
・市町村情報等は独自に情報を収集していただく想定で
す。
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質問事項 回答事項該当箇所

ロールモデル

「ａ ロールモデルとなる農業者は発注者と受注者の協議により決
定とし、異なる２項目により作成する」について、異なる２項目と
は具体的にどのような点を指すか。
　ロールモデル記事の納品時の形式（Ａ４版で印刷やＷＥＢページ
など）は何を想定されているか
　また、相談会の会場で掲載とはポスターサイズによる完成品を掲
示するイメージとなるか。

・「異なる２項目により作成」とは、ロールモデル記事
のテーマ（「トマト」（品目にフォーカスした例）、
「経営継承を受けて就農した」（経歴にフォーカスした
例）など）が異なる記事を２本作成するという意味で
す。
・ポータルサイトへの掲載による納品を想定しています
（参考 https://start-
fukuagri.jp/modelcase/case09/）。
・相談会での掲載について、大きさの細かい指定はあり
ませんが、複数会場で使いまわしができるようボードや
パネル制作を想定しています。

現地見学ツ
アー

「就農希望者に対して、現地のほ場を見学することができる日帰り
の現地見学ツアーを実施する」について、このツアー参加者がゆく
ゆくお試し就農生になる場合に、双方で人数カウントしてもよろし
いか。
　また「集合場所からの移動手段を手配する」とあるが、集合場所
の想定（例えば新幹線等の発着駅など）があればお知らせくださ
い。

・ツアー、お試し就農双方で人数カウントすることは問
題ありません。
・関東圏の参加者が多いため都内集合を想定しています
が、具体的な駅などの詳細な指定はありません。

「ａ 受託者は、県外在住の就農希望者を広く募集し、ふさわしい
者を自社従業員として雇用する（雇用した者は、以下「お試し移住
就農生」という）」について、自社従業員としての雇用形態に指定
はないか。
　また、採用する基準は当社の採用基準に準ずる形で問題ないか。

・雇用形態の指定はありません。
・採用基準は受託者の採用基準に準ずる形で問題ありま
せん。

「お試し移住就農生の研修期間は原則４ヵ月、最長６ヵ月（勤務時
間168時間／月）とする」について、農業経営体側の希望により、
４か月を超えた就業になる場合、４か月を超えた分は受入先の農業
経営体にご負担いただいてもよいか。若しくは、受託者負担になる
か。
　また、月間168時間を超えて勤務した場合、その分の労務費用は
受入先の農業経営体にご負担いただくという事で問題ないか。
　逆に、勤務時間が月168時間に満たない場合でも問題ないか。

・４ヵ月を超えた場合も受託者負担となります。
・１日８時間×21日＝168時間と計算しており、超えるこ
とは想定していません。
・派遣先との調整結果等により168時間に満たない場合は
問題ありません。
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